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５ 参考資料 

● 草津市の現在の分別区分 
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● 草津市のごみ分別の変遷 
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● 「雑誌・雑紙分別辞典」 
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● 焼却ごみ類指定袋の有料購入の検討（R2.10.2 第７回審議会資料） 

 

 

 

● リユース市場の拡大促進に係る他市参考事例（R2.10.29 第８回審議会資料） 
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● 雑紙の分別周知、ごみ処理手数料の見直し（R3.3.26 第１０回審議会資料） 

 

 

● 市民に分かりやすいごみ分別（R2.10.29 第８回審議会資料） 
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● 収集日の統合による効率的な収集（R2.10.29 第８回審議会資料） 

 

 

● 高齢者等ごみ出し支援の検討（R2.10.2 第７回審議会資料） 
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71 

 

６ 草津市廃棄物減量等推進審議会 

●草津市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 

（敬称略） 

 

№ 委員区分 氏名 所属・役職名等 

1 

草津市廃棄物の適正処理

および再利用ならびに環

境美化に関する条例第 20

条の 2 第 4 項第 1 号に定

める委員 

（学識経験のある者） 

天野
あ ま の

 耕二
こ う じ

 

【会長】 

立命館大学食マネジメント学部長 

（食マネジメント学科教授） 

2 金谷
か な や

   健
けん

 
滋賀県立大学環境科学部 

環境政策・計画学科教授 

3 

同条同項第 2 号に定める

委員 

（市民を代表する者） 

柴田
し ば た

 弘三
こ う ぞ う

 
矢倉学区みらいのまち協議会 副会長 

（令和元年 8月 1日から令和 3年 4月 11日まで） 

4 梅村
うめむら

  進
すすむ

 
矢倉学区みらいのまち協議会 副会長 

（令和 3年 4月 12日から） 

5 
松村
まつむら

 幸子
さ ち こ

 

【副会長】 

ごみ問題を考える草津市民会議 会長 

6 池田
い け だ

 波子
な み こ

 
公募 

（令和元年 8月 1日から令和 3年 7月 31日まで） 

7 齋藤
さい と う

 祥子
さ ち こ

 
公募 

（令和 3年 8月 1日から） 

8 山口
やまぐち

 佳代
か よ

 公募 

9 

同条同項第 3 号に定める

委員 

（事業者を代表する者） 

杉本
すぎもと

 登代子
と よ こ

 
シンコー株式会社 取締役 

（令和元年 8月 1日から令和 3年 7月 31日まで） 

10 白井
し ら い

 喜
き

美
み

江
え

 
有限会社シライ 

（令和 3年 8月 1日から） 

11 黒田
く ろ だ

 祐史
ゆ う じ

 
黒田紙業株式会社草津営業所 所長 

（令和元年 8月 1日から令和 3年 10月 11日まで） 
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12 
同条同項第 3 号に定める

委員 

（事業者を代表する者） 

安栗
やすくり

 克彦
かつひこ

 
黒田紙業株式会社草津営業所 所長 

（令和 3年 10月 12日から） 

13 権田
ご ん だ

 五
いつ

雄
お

 大五産業株式会社 代表取締役 

14 
同条同項第 4 号に定める

委員 

（関係行政機関の職員） 

卯田
う だ

  隆
たかし

 
滋賀県南部環境事務所 所長 

（令和元年 8月 1日から令和 2年 3月 31日まで） 

15 川
かわ

﨑
さき

 竹
たけ

志
し

 
滋賀県南部環境事務所 所長 

（令和 2年 4月 1日から） 
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●草津市廃棄物減量等推進審議会への諮問書（写） 
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●草津市廃棄物減量等推進審議会からの答申書（写） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第１２回審議会議事内容） 

答申後に貼付します。 
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●草津市廃棄物減量等推進審議会の開催経過 

 

第１回  令和元年１１月２１日（木） 

・協議スケジュール  

・ごみ処理の現状について 

・ごみ組成調査について 

・市民・事業者アンケート調査案  

 

第２回  令和元年１２月２３日（月） 

・現行計画における施策の実施状況と評価および今後の方向性  

・ワークショップの実施について 

 

第３回  令和２年１月３０日（木） 

・ごみ組成分析調査結果の速報について 

・市民アンケート調査結果の速報について 

・事業所アンケート調査結果の速報について 

 

第４回  令和２年６月１９日（金） 

・ごみ組成調査等の結果について 

・課題整理について  

・新ごみ処理基本計画の体系図について 

 

第５回  令和２年７月１０日（金） 

・ごみ量の将来推計について 

（家庭系ごみ量と集団回収量について、事業系ごみ量と総ごみ量について） 

 

第６回  令和２年８月７日（金） 

・審議会スケジュールについて  

・ごみ量の将来推計（修正）について 

・目標（目安）について 

・各施策（案）について 

 

第７回  令和２年１０月２日（金） 

・前回審議会での主な意見およびその回答について 

・重点施策（案）について 

（指定袋無料配布の見直し、高齢者ごみ出し支援） 
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第８回  令和２年１０月２９日（木）  

・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画素案（「第３章ごみ発生量の推計」まで）について 

・施策（案）について 

（リユースマップ、市民に分かりやすい分別、収集日の統合による効率的なごみ収集） 

 

第９回  令和２年１１月２０日（金） 

・一般施策（案）  

 

第１０回  令和３年３月２６日（金） 

・第７回審議会における意見と持込事前申請制度について 

・重点施策とごみ量推計、目標値の設定について  

（雑紙の分別周知・事業系ごみ処理手数料の適正な見直し） 

 

第１１回  令和３年４月１２日（月） 

・次期一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（素案）の確認について 

 

第１２回  令和３年１１月９日（火） 

・第３次一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（素案）の修正について 

・答申（案）について 
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７ 法律および条例 

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再

生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛

生の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射

性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 

２ この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

３ この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性

その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政

令で定めるものをいう。 

４ この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス

チック類その他政令で定める廃棄物 

二 輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令

で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に

入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）

を除く。） 

５ この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性

その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政

令で定めるものをいう。 

６ この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理セン

ターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、第十二条の三第一項に規定

する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に

係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

（国内の処理等の原則） 

第二条の二 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければなら

ない。 

２ 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生

じないよう、その輸入が抑制されなければならない。 

（非常災害により生じた廃棄物の処理の原則） 

第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせる

ものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、
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その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。 

２ 非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、そ

の円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保

するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければな

らない。 

（国民の責務） 

第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、

廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の

減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努

めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合に

おける処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、

容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報

を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が

困難になることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し

国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図

り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処

理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図

る等その能率的な運営に努めなければならない。 

２ 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与え

ることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業

廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

３ 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推

進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずる

とともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的

及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければなら

ない。 

４ 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、

これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

（非常災害時における連携及び協力の確保） 

第四条の二 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にの

つとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割
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を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

（清潔の保持等） 

第五条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、その占

有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 

２ 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他

の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その

旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。 

３ 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、

大掃除を実施しなければならない。 

４ 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の

場所を汚さないようにしなければならない。 

５ 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならな

い。 

６ 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持

管理しなければならない。 

７ 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環

境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。 

（基本方針） 

第五条の二 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正

な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項 

三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項 

四 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項 

五 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項 

六 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項 

３ 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。 

４ 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（廃棄物処理施設整備計画） 

第五条の三 環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業（廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政

令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の計画的な実施に資するため、基本方針に

即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画（以下「廃棄物処理施設整備計画」

という。）の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

２ 廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標
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及び概要を定めるものとする。 

３ 前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に

的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることが

できるように留意しなければならない。 

４ 環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

５ 環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公

表しなければならない。 

６ 第三項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準

用する。 

第五条の四 国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講

ずるものとする。 

（都道府県廃棄物処理計画） 

第五条の五 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その

他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物

の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項 

三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 

四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項 

３ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環

境基本法（平成五年法律第九十一号）第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制

の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。 

４ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表す

るよう努めなければならない。 

（都道府県廃棄物処理計画の達成の推進） 

第五条の六 国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 

（廃棄物減量等推進審議会） 

第五条の七 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、

廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。 

２ 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。 

（廃棄物減量等推進員） 

第五条の八 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有す

る者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。 

２ 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行
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う。 

（一般廃棄物処理計画） 

第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄物処

理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄

物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

３ 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄

物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなけれ

ばならない。 

４ 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

するよう努めなければならない。 

（市町村の処理等） 

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環

境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含む。第

七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第

五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及

び第三項、第九条の三第十二項（第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。）、第十

三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十

四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第

一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条

の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。）しなければならない。 

２ 市町村が行うべき一般廃棄物（特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。）の収

集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる

一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）に基づき定められ

た場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」と

いう。）並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基

準は、政令で定める。 

３ 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準におい

て海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該

特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に

関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以

下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。）並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬
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又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 

４ 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障

のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう

に努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当

該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協

力しなければならない。 

５ 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の

占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所

及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。 

６ 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場

合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七

条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分につい

ては同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなけれ

ばならない。 

７ 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定

める基準に従わなければならない。 

（事業者の協力） 

第六条の三 環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうち

から、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する

設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指

定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、

販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃

棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。 

３ 環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加

工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、

容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ず

ることを要請することができる。 

４ 環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物にな

る前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならな

い。 
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●草津市廃棄物の適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用等を促進することにより、廃棄物の減量を

推進するとともに、廃棄物の適正な処理および環境美化を推進することにより、良好な生活環

境の保全および公衆衛生の向上を図り、もって環境にやさしいまちづくりを目指したリサイク

ル型社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下「法」という。）の例による。 

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 再利用等 活用しなければ不用となる物もしくは廃棄物を再び使用し、または資源として利

用することをいう。 

(2) 事業系一般廃棄物 あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄

物をいう。 

(3) 家庭廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。 

（市、市民および事業者の協力） 

第３条 市、市民および事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用等の促進、環境の美化等につい

て相互に協力しなければならない。 

２ 市は、前項の協力を促進するために必要な措置を講ずるものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、あらゆる施策の策定および実施に際しては、廃棄物の発生の抑制および再利用等

の促進により、廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理および環境美化に努めなけ

ればならない。 

２ 市は、廃棄物の再利用等による減量および適正な処理ならびに環境美化に関する市民および

事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。 

３ 市は、廃棄物の発生の抑制および再利用等の促進ならびに環境美化に関して、あらゆる機会

を通じて市民および事業者の意識の啓発に努めなければならない。 

４ 市は、一般廃棄物の減量および適正処理に関する事業の実施に当たって、市施設の整備およ

び作業方法の改善等その能率的な運営に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、廃棄物の発生の抑制、再利用等の推進、廃棄物の自己処理による廃棄物の減量

および適正処理ならびに環境美化について、地域住民と連帯し、かつ、自ら取り組むよう努め

なければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再

利用等を図ることによりその減量を行うとともに、廃棄物を適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の再利用等および適正な処理に関する技術の研究およ
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び開発に努めなければならない。 

３ 事業者は、廃棄物の減量および適正な処理ならびに環境美化について、自ら取り組むよう努

めなければならない。 

第２章 一般廃棄物の適正処理 

（一般廃棄物処理計画） 

第７条 市は、法第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、総合的かつ計画的に推進

するものとする。 

２ 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画および基本計画実施のため必要

な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。 

３ 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。 

（一般廃棄物の処理） 

第８条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうち

に適正に処理しなければならない。 

２ 市が一般廃棄物の処理を行う場合または市がこれらを市以外の者に委託する場合は、法第６

条の２第２項に規定する一般廃棄物処理基準または同条第３項に規定する特別管理一般廃棄

物処理基準に従い処理しなければならない。 

（技術管理者） 

第８条の２ 法第２１条第３項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、上下水道

部門または衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。） 

(2) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以上

廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(3) ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

(4) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において同じ。）

の理学、薬学、工学または農学の課程において衛生工学または化学工学に関する科目を修めて

卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学またはこれらに相当する課程において衛

生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）または高等専

門学校の理学、薬学、工学、農学またはこれらに相当する課程において衛生工学または化学工

学に関する科目を修めて卒業した後（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た後）、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(7) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）または高等専

門学校の理学、薬学、工学、農学またはこれらに相当する課程において衛生工学または化学工

学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後（同法に基づく専門職大学の前期課程にあって

は、修了した後）、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 学校教育法に基づく高等学校または中等教育学校において土木科、化学科またはこれらに相



85 

 

当する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者 

(9) 学校教育法に基づく高等学校または中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目ま

たはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者 

(10) １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有するものと認められる者 

（一般廃棄物の自己処理等） 

第９条 事業者および土地または建物の占有者（占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占

有者」という。）は、その事業活動に伴って発生する一般廃棄物およびその土地または建物から

発生する一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物

については、自ら適正に処理するよう努めなければならない。 

２ 市民、事業者および占有者は、自ら処理する一般廃棄物については、法第６条の２第２項に

規定する一般廃棄物処理基準または同条第３項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に準

じて処理しなければならない。 

３ 市民、事業者および占有者は、自ら処理しない一般廃棄物については、規則および一般廃棄

物処理計画に定める収集、運搬および処分の方法に従わなければならない。 

（適正処理のための自己評価等） 

第１０条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場

合の処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、

容器等の開発に努めなければならない。 

（排出基準等） 

第１１条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、規則で定める一般廃棄物の分別の

区分および排出の方法（以下「排出基準」という。）に従って排出しなければならない。 

２ 市の処理施設で一般廃棄物の処分を受けようとする者は、規則で定める一般廃棄物の分別の

区分および市の処理施設への受入方法（以下「受入基準」という。）に従って搬入しなければな

らない。 

（家庭廃棄物の収集または運搬の禁止等） 

第１１条の２ 市および市の委託を受けた者以外の者（以下この条において「市等以外の者」と

いう。）は、市が行う家庭廃棄物の収集を受けるために排出基準に従ってごみ集積所（あらかじ

め市長に届け出た家庭廃棄物を排出する場所をいう。以下同じ。）に排出された家庭廃棄物を収

集し、または運搬してはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反して市等以外の者が家庭廃棄物の収集もしくは運搬を行い、また

は行おうとしている場合、その者に対して、これらの行為を停止し、または当該家庭廃棄物を

ごみ集積所に戻すよう命ずることができる。 

３ 市長は、第１項の規定に違反して市等以外の者が家庭廃棄物の収集または運搬を繰り返し行

った場合、その者に対して、これらの行為を行わないよう命ずることができる。 

（事業系一般廃棄物の保管基準） 
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第１２条 事業者および占有者は、事業系一般廃棄物を搬出するまでの間、当該事業系一般廃棄

物を規則で定める基準（以下「保管基準」という。）に従い適正に保管しなければならない。 

（処理除外物） 

第１３条 次に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、または市の処

理施設に搬入してはならない。 

(1) 有害性のあるもの 

(2) 危険性のあるもの 

(3) 爆発性、発火性、引火性のあるもの 

(4) 著しく悪臭を発するもの 

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、または市の処理施設の機

能に支障を生じさせるもの 

２ 前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとする者は、市長の指示に従わなければならない。 

（建物の賃貸人等の周知義務） 

第１４条 自己の所有する建物を他人の居住もしくは事業の用に供するため現に賃貸している

者もしくは賃貸しようとする者またはその賃貸を斡旋し、もしくはその建物の管理を請け負う

者は、当該建物を居住の用に供する賃借人に対しては排出基準および受入基準を、当該建物を

事業の用に供する賃借人に対しては受入基準および保管基準を周知しなければならない。 

（適正処理困難物の指定） 

第１５条 市長は、法第６条の３第１項の規定により一般廃棄物に指定されたもののほか、製品、

容器等が廃棄物となった場合、その適正な処理が困難であると認めるものを適正処理困難物

（以下「適正処理困難物」という。）に指定することができる。 

２ 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。 

３ 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任でその適

正処理困難物を回収する等の必要な措置を講ずるよう指示することができる。 

４ 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収する等の必要な措置を講ずる場合は、

これに協力しなければならない。 

第３章 廃棄物の減量と再利用等の促進 

（再利用等の施策の推進） 

第１６条 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用等の促進に関して、広く市民および事業者の意見

を聴き、これをあらゆる施策に反映させるようにするものとし、市民および事業者は、これら

に関する市の施策に協力しなければならない。 

２ 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用等の促進に関する市民および事業者の自主的な活動を促

進し、および市民活動の支援に努めなければならない。 

３ 市は、積極的に再生品を使用する等自ら再利用等を推進するよう努めるものとする。 

（市民の自主的行動） 

第１７条 市民は、商品の長期使用および不用品の活用、交換等により廃棄物の発生の抑制に努

めなければならない。 

２ 市民は、商品の購入に際しては、その内容、包装および容器等を勘案し、廃棄物の減量およ
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び環境の保全に配慮した商品の選択、買物袋の持参等により、廃棄物の発生の抑制に努めなけ

ればならない。 

３ 市民は、再生品または再利用等が可能な物を使用し、再生資源の分別を行い、集団回収その

他の再利用等を促進するための活動への参加、協力により、廃棄物の再利用等に努めなければ

ならない。 

（事業者による廃棄物の減量） 

第１８条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発および修

理体制の確保等による廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再生資源および再生品を積極的

に使用することにより、廃棄物の再利用等に努めなければならない。 

２ 一般廃棄物の収集、運搬または処分を業とする者は、事業者が行う廃棄物の分別、再利用等

による適正な処理に協力しなければならない。 

（一般廃棄物減量計画の作成） 

第１９条 市長は、多量に一般廃棄物を発生させると認められる事業者または占有者に対し、必

要と認めるときは、一般廃棄物の減量に関する計画（以下「一般廃棄物減量計画」という。）の

作成、再利用等の推進その他必要な事項を指示することができる。 

２ 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者または占有者は、これを

作成し、市長に提出しなければならない。 

（適正包装の推進） 

第２０条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定す

ること等によりその適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用等が可能な包装、容器等の普及に努め、

使用後の回収策を講ずること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。 

３ 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択でき

るように努めるとともに、その包装、容器等を不用とし、または返却する場合には、その回収

等に応じるよう努めなければならない。 

第３章の２ 廃棄物減量等推進審議会 

（廃棄物減量等推進審議会） 

第２０条の２ 法第５条の７の規定により、草津市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」と

いう。）を置く。 

２ 審議会は、一般廃棄物の発生の抑制、再利用および再生の促進による廃棄物の減量化および

適正な処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じて審議し、および答申する。 

３ 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

４ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 市民を代表する者 

(3) 事業者を代表する者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) その他市長が必要と認めた者 
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５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 環境美化の推進 

（環境美化の推進） 

第２１条 市は、ごみの散乱防止および環境美化の推進を図るため、市民、事業者、関係行政機

関の協力を得て、総合的な施策の推進に努めなければならない。 

２ 市民および事業者は、ごみの散乱防止および環境美化の推進に努めるとともに、市の施策お

よび地域の団体等が行う自主的な美化活動に積極的に協力するように努めなければならない。 

３ 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱防止を図るため、消費者への啓発および

回収容器の設置に努めなければならない。 

４ 製造事業者は、ごみの散乱を容易に発生させない製品および包装材料の開発ならびにその回

収システムの確立に努めなければならない。 

（清潔の保持） 

第２２条 占有者は、その土地または建物を清潔に保つよう努めるとともに、その土地にみだり

に廃棄物が捨てられないよう適正に管理し、廃棄物が捨てられた場合は、回収等の措置を講じ

るよう努めなければならない。 

（公共の場所の環境美化） 

第２３条 何人も、琵琶湖岸、道路、河川、公園、広場、その他の公共の場所を汚さないように

しなければならない。 

２ 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の環境美化に努めなければならない。 

３ 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物（以下「宣伝物等」という。）を公衆に配布

し、または配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を

回収し、適正に処理しなければならない。 

４ 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、

公共の場所に当該物が飛散し、または流出することによって生活環境の保全上支障が生ずるこ

とのないようにしなければならない。 

（飲食料容器等の散乱防止） 

第２４条 容器入り飲食料等の販売を行う事業者および容器入り飲食料等の自動販売機の設置

者は、空き容器等を回収するための回収容器を設置し、空き容器等が散乱しないよう必要な措

置を講じなければならない。 

２ 容器入り飲食料等の販売を行う事業者および容器入り飲食料等の自動販売機の設置者は、市

民が空き容器等を返却しようとする場合には、その回収に応じるよう努めなければならない。 

（廃棄物の投棄の禁止および回収命令等） 

第２５条 何人も、廃棄物をみだりに投棄し、放置し、または散乱させてはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反して投棄され、放置され、または散乱している廃棄物が一般廃棄

物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずることができる。 

３ 市長は、前項の規定に該当する場合であって、回収を命ずべき者が明らかでなく、かつ、当
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該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を著しく阻害すると認められるときは、自ら当該

一般廃棄物を回収し、処分することができる。 

４ 市長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物の投棄等をし

た者が判明したときは、その者に対し、回収等に要した費用を請求することができる。 

第５章 手数料 

（一般廃棄物処理手数料） 

第２６条 一般廃棄物の処理に係る手数料は、草津市手数料条例（昭和５３年草津市条例第４号。

以下「手数料条例」という。）に定める。 

（一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可申請等手数料） 

第２７条 法第７条第１項もしくは第６項の規定により市長の許可を受けようとする者、同条第

２項もしくは第７項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第７条の２第１項の規定

により変更の許可を受けようとする者もしくは浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条

第１項の規定により市長の許可を受けようとする者またはこれらの許可に係る許可書の再交

付を受けようとする者は、申請の際、手数料条例の定めるところにより、手数料を納めなけれ

ばならない。 

第６章 雑則 

（報告の徴収） 

第２８条 市長は、法第１８条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、

事業者、占有者、一般廃棄物処理業者およびその他必要と認める者に対し、必要な報告を求め

ることができる。 

（立入調査） 

第２９条 市長は、法第１９条第１項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度にお

いて、その職員に事業者、占有者、一般廃棄物処理業者およびその他必要と認める者の土地ま

たは建物に立ち入り、一般廃棄物の処理および減量に関し、必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（勧告） 

第３０条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措

置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。 

(1) 自ら一般廃棄物の処理を行った者が、第９条第２項の規定に違反し一般廃棄物処理基準また

は特別管理一般廃棄物処理基準に準じて一般廃棄物の処理をしなかったとき。 

(2) 事業者および占有者が、第１２条の規定に違反し事業系一般廃棄物を保管基準に従わず適正

な保管をしなかったとき。 

(3) 自己の所有する建物を他人の居住もしくは事業の用に供するため現に賃貸している者もし

くは賃貸しようとする者またはその賃貸を斡旋し、もしくはその建物の管理を請け負う者が、

第１４条の規定に違反し賃借人に対して必要な周知をしなかったとき。 
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(4) 一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者または占有者が、第１９条第２項の規定に

違反し一般廃棄物減量計画の作成を怠り、期日までに提出しなかったとき。 

(5) 宣伝物等を配布し、または配布させた者が、第２３条第３項の規定に違反し当該配布場所に

おいて散乱した宣伝物等の回収を行わなかったとき。 

(6) 工事施行者が、第２３条第４項の規定に違反し工事に伴って生じた土砂等が、公共の場所に

飛散する等の適正な管理を行わなかったとき。 

(7) 容器入り飲食料等の販売を行う事業者および容器入り飲食料等の自動販売機の設置者が、第

２４条第１項の規定に違反しその販売に係る飲食料等の空き容器等の散乱防止に必要な措置

を講じなかったとき。 

（公表） 

第３１条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。 

(1) 第１１条の２第３項の規定により家庭廃棄物の収集または運搬を行わないよう命令を受け

た者が、これに従わなかったとき。 

(2) 第２５条第２項の規定により一般廃棄物の回収命令を受けた者が、これに従わなかったとき。 

(3) 第２５条第４項の規定により回収等に要した費用の請求を受けた者が、その支払いをしなか

ったとき。 

(4) 第２８条の規定により報告を求められた者が、正当な理由なくこれに従わなかったとき、ま

たは虚偽の報告を行ったとき。 

(5) 第２９条第１項の規定により立入調査を受ける者が、正当な理由なくこれを拒み、妨げ、ま

たは忌避したとき。 

(6) 前条の規定により勧告を受けた者が、これに従わなかったとき。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、

その理由を通知し、意見を述べる機会および有利な証拠提出の機会を与えなければならない。 

（受入拒否等） 

第３２条 市長は、一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物および第１１条第１項に規定す

る排出基準に適合しない一般廃棄物を排出する者に対し、一般廃棄物の収集を拒否することが

できる。 

２ 市長は、一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物および第１１条第２項に規定する受入

基準に適合しない一般廃棄物を市の処理施設へ搬入しようとする者に対し、受け入れを拒否す

ることができる。 

３ 市長は、第３０条第２号または同条第４号の規定による勧告を受け、これに従わなかった者

に対して、市の処理施設への搬入の受け入れを拒否することができる。 

（委任） 

第３３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 


